
行田市告示第２１７号  

 

行田市建設工事請負一般競争入札（事後審査型）公告  

 舗装修繕工事（押上町）について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については行田市建設工

事請負一般競争入札（事後審査型）試行要綱の規定によるものとする。  

 

 平成２２年８月２７日  

 

行田市長 工 藤 正 司  

記  

１ 入札対象工事  

 ⑴ 工 事 名  舗装修繕工事（押上町）  

 ⑵ 工事場所  行田市押上町地内 市道第６．１－７号線  

⑶ 工事期間  契約確定の日から平成２２年１１月１９日まで  

 ⑷ 予定価格  １１，４００，０００円（税抜）  

 ⑸ 工事概要  設計図書等のとおり  

 ⑹ 入札手続等の方法 

   本件入札は、行田市公共工事等電子入札運用基準に基づき、資料の提出、届

出及び入札を埼玉県電子入札共同システム（以下「電子入札システム」という。）

により行うものとする。 

２ 入札に参加できる者の形態  

  単体企業とする。 

３ 入札参加者の資格 

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。  

⑴ 平成２１・２２年度行田市建設工事等競争入札参加資格者名簿にほ装工事業

で登載されている者で、行田市内に主たる営業所（本店）を有する者。  

⑵ ほ装工事業における平成２１・２２年度行田市建設工事請負資格審査結果



（格付）がＡ級、Ｂ級、Ｃ級の者、又は入札日から１年７か月前の日以降の日

を審査基準日とする建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第

１項に規定する経営事項審査のほ装工事の総合評定値（Ｐ）が６００点以上の

者。  

⑶ ほ装工事業について、開札日から１年７か月前の日以降の日を審査基準日と

する建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項に規定する

経営事項審査を受けている者。  

⑷ 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者。  

⑸ 行田市契約規則（昭和５１年規則第２２号）第１２条の規定により、行田市

の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。  

 ⑹ 本件入札の公告日から落札決定までに、行田市の契約に係る入札参加停止等

の措置要綱（平成５年告示第５４号）に基づく入札参加停止措置期間中でない

者。  

⑺ 本件入札の公告日から落札決定までに、行田市建設工事等暴力団排除措置要

綱第３条の規定に基づく指名除外措置期間中でない者。  

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき再生開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、

手続き開始決定を受けている者を除く。  

⑼ 電子入札システムで利用可能な電子証明書を取得し、利用者登録が完了して

いる者。  

４ 入札参加資格の有無の確認  

  行田市建設工事請負一般競争入札（事後審査型）試行要綱に基づき、入札執行

後に確認する。  

５ 設計図書等  

  図面、仕様書、特記仕様書等（以下「設計図書等」という。）は、電子入札シ

ステムのうち入札情報公開システムにより掲載する。  

  公開日 平成２２年８月２７日（金）  

６ 設計図書等に関する質問  

  設計図書等に関しての質問がある場合は、質問書を電子メールにより提出する



こと。  

⑴ 受付期間   平成２２年８月３０日（月）午前８時３０分から  

         平成２２年９月 ２日（木）午後５時まで  

 ⑵ 回答日時   平成２２年９月 ６日（月）午後５時までに行田市ホーム  

ページ・入札契約情報の一般競争入札広告一覧内で回答を掲載

する。  

 ⑶ 提 出 先   keiyaku@city.gyoda. lg
エルジー

.jp 

７ 現場説明会  

  開催しない。  

８ 競争参加資格確認申請書の提出  

  入札参加を希望する者は次に示す期間内に電子入札システムにより競争参加資

格確認申請書に「ダイレクト入札参加申請書．ｐｄｆ」ファイルを添付し提出す

ること。  

  平成２２年９月７日（火）午前８時３０分から  

  平成２２年９月９日（木）午後５時まで  

９ 入札執行の日時等  

  入札書の提出期間及び開札日時は、次のとおりとする。日時を変更する場合に

は、電子入札システムにより案内する。  

 ⑴ 入札書提出期間  

  平成２２年９月１０日（金）午前８時３０分から  

  平成２２年９月１３日（月）午前１１時まで  

 ⑵ 開札日時  

  平成２２年９月１３日（月）午前１１時１０分  

１０ 入札に関する注意事項  

 ⑴ 入札執行等  

  ア 入札に参加する者の数が１者であるときは、入札を執行しない。  

  イ 施行令第１６７条の８第３項に規定する再度入札は行わない。  

 ⑵ 入札書に記載する金額  

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５



に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税の課税事業であるか免税事業者であるかを問わず、見積もり契約

希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。  

⑶ 添付書類 

  入札金額見積内訳書を電子入札システムによる入札書提出の際に添付する

こと。 

⑷ 入札の辞退  

   行田市公共工事等電子入札運用基準によるものとする。  

 ⑸ 独占禁止法等関係法令の遵守  

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和  

２２年法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。  

 ⑹ その他  

 落札候補者とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、電子くじに  

より落札候補者を決定する。  

１１ 低入札価格調査制度に係る調査基準価格  

   設定する。  

１２ 失格基準価格  

   設定する。  

１３ 入札保証金  

   免除する。  

１４ 入札の無効  

   次のいずれかに該当する入札は無効とする。  

⑴ 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札  

⑵ 参加資格確認のため、市長が行う指示に従わない当該落札候補者のした入札  

⑶ 虚偽の競争参加資格確認申請書を提出した者がした入札  

⑷ その他入札に関する条件に違反した入札  

１５ 落札者の決定方法等  

 ⑴ 開札後、落札候補者の参加資格を審査するため、落札決定を保留する。  



 ⑵ 落札候補者となり連絡を受けた者は、一般競争入札参加資格等確認申請書（様  

式第２号）、一般競争入札参加資格等確認資料（様式第４号）を連絡を受けた日

から２日以内に持参により提出すること。  

１６ 落札者等の公表  

 ⑴ 開札後、落札者決定までの期間は入札状況を電子入札システムの入札情報公

開システムで公表する。  

⑵ 落札者の公表は、落札決定後、電子入札システムの入札情報公開システムで

行う。  

１７ 契約保証金  

 ⑴ 落札者は、契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り上げた金額）の契約保証金を納付しなければな

らない。  

 ⑵ 契約保証金の納付について、次のいずれかに該当する者については免除する。 

  ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保

険証券を提出した者  

  イ 市を債権者とする公共工事履行保証契約を締結し、その保証証券を提出し  

た者  

 ⑶ 契約保証金は、契約の履行後、契約者から市が指定する請求書の提出を受け

ることにより還付する。ただし、請負業者がその責に帰すべき理由により契約

上の義務を履行しないときの契約保証金は、還付しない。  

１８ 支払条件  

 ⑴ 前金払  有（請負代金額の１０分の４以内（１０万円未満の端数を切り捨  

てた金額））  

 ⑵ 部分払  無  

１９ その他  

⑴ 行田市競争入札参加者心得を熟知の上、入札に参加すること。  

 ⑵ 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書及び一般競争入札参加資格等  

確認資料は返却しない。  

 ⑶ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理  



由として、異議を申し立てることはできない。  

２０ 問い合わせ  

 ⑴ 問い合わせ先  行田市総務部契約検査課契約担当  

 ⑵ 電話番号    ０４８－５５６－１１１１（内線２１３・２１４）  

 

 


